
紀美野町地域おこし協力隊（民間事業者等研修派遣型） 

受入民間事業者等募集要項 

 

募集する地域協力活動：多世代交流の核となるコミュニティ活動の拠点を整備

し、地域の活性化と若者世代の定住促進につながる活

動を提案してください。 

 

１ 趣旨 

町では、総務省が定める「地域おこし協力隊推進要綱」（平成 21年総行応第

38号）に基づき、「第２次紀美野町長期総合計画（後期計画）」（以下、「総合計

画」という。）及び「第２期紀美野町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、

「総合戦略」という。）の推進と地域の活力の維持、課題の解決につながる「地

域協力活動」を町内の民間事業者等から広く募集し、その活動を行うために地

域おこし協力隊員（以下、「隊員」という。）を民間事業者等に研修派遣します。 

 

２ 地域おこし協力隊とは 

人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、地域外の人材（都市住民）

を隊員として町が委嘱するものです。隊員には、一定期間以上、地域に居住し

て、地域おこしの取り組みや地元住民の取り組みの支援、住民の生活支援、農

林業への従事などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着

を図り、地域の活性化を図ろうという国の制度です。 

 

３ 研修派遣先要件等 

隊員の派遣先として応募する方は、次の要件を満たしている必要があります。 

（１）民間事業者等については、町内に事務所・事業所等を置く法人（株式会社・

ＮＰＯ法人・一般社団法人など）及び町内に住所を置く個人事業主である

こと。ただし、公の施設の指定管理者を除く。 

※ 事業者の役員等の構成員に隊員の３親等以内の親族がいる場合には研

修派遣できないものとします。 

（２）派遣が決定した民間事業者と町は、派遣に関する協定を締結すること。 

（３）隊員は既存事業の運営をするための単なる労働力の確保ではなく、「１趣

旨」に沿った新たな取組に挑戦するために必要な人材として派遣を受ける

こと。 

（４）隊員が受入期間終了後も希望すれば、研修派遣先において雇用する見込み

があること。 

（５）隊員の活動内容、研修内容に関して責任を持ち、町内での生活をサポート

する担当者を配置し、その担当者は町からの問い合わせに迅速に対応する

こと。 

（６）採択された地域協力活動及び隊員の状況をまとめた月間報告書を翌月の



10日までに町へ提出すること。 

※状況に応じて、面談を行う場合があります。 

（７）採択された地域協力活動及び隊員の状況をまとめた年度報告書を４月末

日までに町へ提出すること。 

※状況に応じて、面談を行う場合があります。 

（８）町が隊員を研修派遣したことにより、既存の従事者を解雇しないこと。 

※解雇した事案が発生した場合、派遣を中止する場合があります。 

（９）活用計画と実際の隊員の従事内容が異ならないこと。 

※異なると町が判断した場合、派遣を中止する場合があります。 

（10）派遣を受けて新たな取組に挑戦するために研修派遣先が負担した費用に

ついては、派遣が中止若しくは終了した場合においても、町又は隊員に請

求しないこと。 

（11）町税を滞納している事業者でないこと。 

（12）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122

号）第２条に規定する営業を行う事業者でないこと。 

（13）特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業

を行っている事業者でないこと。 

（14）役員等が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（同

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的に

非難されるべき関係を有している事業者でないこと。 

 

４ 隊員の身分等 

（１）隊員の身分 

① 町が公募し「委託型紀美野町地域おこし協力隊」として委託契約・委嘱

します。 

② 隊員の研修派遣に相応しい活動であると判断された事業者に研修派遣

します。 

③ 派遣期間は１年以内（年度途中の委嘱の場合は、その年度の末まで）と

し、最大３年とします。 

（２）隊員の地域要件 

隊員は生活の拠点を、３大都市をはじめとする都市地域等から紀美野町

に移動（住民票を移動）する必要があります。 

（３）隊員の報酬・手当等 

① 隊員の報酬（令和 6年 3月 1日現在月額 245,000円）及び隊員の活動に

必要な経費（研修派遣先の業務上生じる経費を除く。）については、原則

として町が負担します。 

② 研修派遣先が、隊員の業務への定着を目的として、町が支払うもの以外

の手当等を支払うことを希望する場合には、研修派遣先は町と協議のう



え直接隊員に支払うこととします。 

③ 隊員は、紀美野町での定着を目的として、地域協力活動に支障がない範

囲において、当該事業者の許可を得て別途就業等により報酬等を得るこ

とができます。 

（４）研修派遣先での活動条件等 

① 月 17 日以上勤務を基準として、隊員と事業者が協議のうえ定めてくだ

さい。（１日の労働時間は８時間以内を基本に始業及び終業時刻は業務に

より変動可能とします。） 

② 紀美野町での定着を目的として、別途の活動や就業等をしたい場合、地

域協力活動に支障がない範囲において、事業者と調整してください。 

③ 研修派遣期間中、業務遂行日誌を業務終了後に作成し、メールにて町へ

報告します。また、月間報告書を翌月の 10日までに町へ提出します。な

お、その報告書に基づき、毎月１回、隊員と町との面談を行います。 

④ 研修派遣期間中であっても、町等が実施する隊員が参加する活動（研修、

イベント支援、町ＰＲ活動等）を優先して従事していただく場合があり

ます。なお、その際の経費負担は町の負担とします。 

（５）その他 

その他、隊員に関する事項については、「紀美野町まちづくり活動支援委

託型地域おこし協力隊員取扱要綱」（平成 31 年３月 25 日告示第 35 号）の

規定によるものとします。 

 

５ 地域協力活動 

町が民間事業者等から募集し隊員を派遣することができる「地域協力活動」

とは、以下の条件をすべて満たすもので、かつ、別途設置する町の審査会にお

いて、隊員の研修派遣に相応しい活動であると判断されたものとします。 

（１）本町の活性化はもとより総合計画、総合戦略の推進及び地域課題の解決に

資する活動であること。 

（２）活動場所が主に紀美野町内であること。 

（３）他の民間事業者等のモデルとなる先駆的な事業であること。 

 

６ 応募期間・応募方法 

（１）応募期間 令和６年４月１日から４月 26日 17時まで 

（２）事前相談 

応募をしたい場合には事前に役場まちづくり課にその計画内容をご相談く

ださい。 

（３）提出書類 

① 事前相談を経たうえで、別紙「地域おこし協力隊活用計画提案書」を役

場まちづくり課へ提出してください。 

② 宣誓書 



・ 提出いただいた書類は返却いたしません。 

・ 提案書類を提出後に辞退する場合は、速やかに辞退届（任意様式）にて

申し出てください。 

（４）書類審査 

提出された提案書については書類審査を行い、必要な条件を満たす場合に

は、提案者に対してその可否を通知します。 

（５）審査会 

① 書類審査に合格した提案者は、審査会にてプレゼンテーションを行う必

要があります。 

② 研修派遣にふさわしい活動であるかを評価し、その可否を提案者に通知

します。 

 

７ スケジュール（目安） 

内 容 時 期 

事前相談・活用計画提案書提出 ４月 26日まで 

審査会(受入事業者の決定） ５月中 

隊員の募集開始 ６月中～ 

採用試験：受入事業者と共同で行う

書類審査、面接等 

７月下旬～ 

採用内定 ８月中 

採用・研修派遣開始 ９月１日～ 

 

８ 留意事項 

（１）提案された活用計画が承認された場合であっても、隊員の研修派遣を確約

するものではありません。町で公募した結果、応募する隊員がいない場合

には研修派遣できません。なお、応募する隊員がいない場合には、町と提案

者で今後の対応を協議するものとします。 

（２）受入業務の執行にあたり、隊員が受入先に損害を与えた場合、また、第三

者に損害を与えた場合などについては、隊員と協議してください。 

（３）隊員の任期延長（最大３年間）については、活動状況等を勘案し、研修派

遣先と町で協議のうえ決定します。 

 


